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掛金猶予明けの取扱い等の
照会事項の回答（厚年、ＤＢ）
掛金猶予明けの取扱い等の
照会事項の回答（厚年、ＤＢ）
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掛金猶予明けの財政計算の取扱い等について厚生労働省

から回答がありましたので、主な内容についてご案内いた

します。

ポイントポイント
ご参考にDB年金、厚年基金以外のお客様にも送付させて頂きます。

標準掛金の取り扱い標準掛金の取り扱い 厚年・DB （財政決算日が3月31日の例）

照会 回答

①標準掛金引上げを猶予した場合、猶予
期間終了後の平成24年4月1日に引上げ
後の標準掛金を適用する必要があると
いう理解でよいか？（猶予期間中に継
続基準をクリアしても標準掛金の引上
げが不要にならないことの確認）

①左記の理解のとおりです。

②適用する掛金の計算基準日は掛金引上
げ猶予時のものではなく、平成23年3月
31日を基準日で掛金を算定する理解で
よいか？

②標準掛金の引上げを猶予した場合、平
成23年3月31日を計算基準日として財政
計算を改めて行わないことも可能です。
このとき、掛金引上げ猶予したときの
財政計算において本来適用すべき規約
上掛金を平成24年4月1日から適用しま
す。

→次頁に続く

⇒ 標準掛金は掛金猶予明けに必ず掛金見直し後の標準掛金を適用する必要があります。
（上記照会①の括弧書きは、特別掛金は平成23年3月31日に継続基準をクリアした場合
には見直し不要となることに対し（次頁参照）、標準掛金は必ず平成24年4月から新掛金
を適用する必要があることを確認したものです。）

⇒掛金見直し後の標準掛金の計算基準日は、平成23年3月31日でも掛金猶予を適用した計
算基準日でも構いません。
なお、掛金猶予期間中の財政決算時の標準掛金収入現価の計算は掛金引上げ前の標準
掛金率を使用します。
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特別掛金の取り扱い特別掛金の取り扱い 厚年・DB （財政決算日が3月31日の例）

照会 回答

①特別掛金の引上げを猶予した場合、平
成24年4月1日から適用する特別掛金を
算定するために、平成23年3月31日を
計算基準日として財政計算を行う必要
があるが、平成23年3月31日で継続基
準をクリアした場合（厚年基金は財政
計算不要の場合を含む）は、当該財政
計算は不要か？

①左記の理解のとおりです。
平成23年3月31日に継続基準をクリアし
た場合、平成24年4月1日に新しい掛金
が適用されるように財政計算を行って
おく必要はなく、その後財政計算に該
当した場合に行えばよい取扱いとなり
ます。

②また、当該取扱いは、継続基準抵触に
伴い特別掛金の引上げを猶予した場合
だけでなく、定例の財政再計算等のそ
の他の財政計算時に特別掛金の引上げ
を猶予した場合も同様と考えてよい
か？

②左記の理解のとおりです。

⇒特別掛金は掛金猶予明け直前の財政検証で継続基準をクリアしていれば特別掛金の見
直しは不要です（標準掛金とは取り扱いが異なる）。この取扱いは掛金引上げ猶予を受け
るときの財政計算が財政再計算や加入員の20％変動などでも適用されます。

⇒DB年金で例えば6月30日決算の場合は、平成24年7月1日から掛金猶予明けの特別掛金
の適用が必要となり、平成23年6月30日の財政検証で継続基準をクリアしていれば掛金
対応不要となります。
なお、掛金猶予期間中の財政決算時の特別掛金収入現価は引上げ前の規約上特別掛
金率を使用します。

特別掛金の設定について特別掛金の設定について 厚年・DB

照会 回答

掛金引上げ猶予明けの財政計算時におけ
る特別掛金の引下げ、償却期間の延長の
判定に用いる変更前の特別掛金は、掛金
の引上げを猶予した財政計算時の数理上
特別掛金でよいか？

左記の理解のとおりです。
掛金猶予明けの財政計算時には、掛金の
引上げを猶予した財政計算時の数理上特
別掛金を超える場合のみ予定償却期間の
延長が可能となります。

以上

⇒掛金猶予明けの財政計算時の特別掛金は、掛金引上げ猶予時に本来設定すべき特別掛
金を基準に算定されます。


